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後期高齢・国保医療国保税・国民年金
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国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が

下
が
っ
た
場
合
に
、
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
申
請
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

手
続
き
の
方
法
な
ど
、
詳

細
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日本年金機構
https://www.nenkin .
go.jp/
service/kokunen/menjo/
0430.html

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
に
つ
い
て

１
対
象
と
な
る
方

以
下
の
２
点
を
い
ず
れ
も

満
た
し
た
方
が
対
象
に
な
り

ま
す
。

①
令
和
２
年
２
月
以
降
に
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が

減
少
し
た
こ
と
。

②
令
和
２
年
２
月
以
降
の
所

得
等
の
状
況
か
ら
見
て
、

当
年
中
の
所
得
の
見
込
み

が
、
現
行
の
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
等
に
該
当
す

る
水
準
に
な
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

※
令
和
２
年
２
月
分
以
降
の

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除

の
対
象
で
す
。

２
手
続
き
方
法

申
請
に
必
要
な
書
類
は
以

下
の
２
つ
と
な
り
ま
す
。
郵

送
に
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

①
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

納
付
猶
予
申
請
書

②
所
得
の
申
立
書

①
及
び
②
の
書
類
は
、
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

年
金
事
務
所
、
ま
た
は
住

民
課
戸
籍
担
当
窓
口
に
も
備

え
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
書

類
が
必
要
な
方
は
窓
口
に
そ

の
旨
を
お
伝
え
下
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
郵

送
で
申
請
さ
れ
る
方
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

写
し
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
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保
険
証
の
一
斉
更
新
に
つ
い
て

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

（
水
色
→
黄
緑
色
）

現
在
ご
使
用
の
水
色
の
保

険
証
は
、
８
月
以
降
は
使
用

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

７
月
中
に
新
し
い
保
険
証

を
交
付
し
ま
す
の
で
、
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
「
黄

緑
色
」
の
保
険
証
を
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

○
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期

限
は
、
令
和
４
年
７
月
31

日
で
す
。

○
紛
失
し
た
と
き
や
、
汚
れ

た
と
き
は
再
交
付
し
ま
す

の
で
、
住
民
課
後
期
高
齢

者
医
療
担
当
ま
で
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

減
額
認
定
証
（
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
）

限
度
証
（
限
度
額
適
用
認
定
証
）

が
新
し
く
な
り
ま
す
（
黄
色
→
だ
い
だ
い
色
）

現
在
ご
使
用
の
黄
色
の
減

額
認
定
証
及
び
限
度
証
は
、

８
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

引
き
続
き
該
当
す
る
方

は
、
７
月
中
に
減
額
認
定
証

及
び
限
度
証
を
交
付
し
ま
す

の
で
、
８
月
１
日
か
ら
は「
だ

い
だ
い
色
」
の
減
額
認
定
証

及
び
限
度
証
を
ご
使
用
く
だ

さ
い
。

新
た
に
必
要
と
な
る
方

は
、
上
記
表
の
要
件
を
ご
確

認
の
上
、
住
民
課
後
期
高
齢

者
医
療
担
当
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

○
有
効
期
間
は
保
険
証
と
同

じ
く
１
年
間
で
す
。

現役並み
Ⅲ

住民税課税所得が690万円以上の被保
険者と、その方と同一世帯にいる被保
険者の方

現役並み
Ⅱ

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所
得が380万円以上の被保険者と、その
方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並み
Ⅰ

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担
の方と、その方と同一世帯にいる被保
険者の方

区分Ⅱ ○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該
当しない方

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方

○世帯全員の所得が０円の方
・公的年金収入のみの場合、その受給

額が80万円以下の方
・給与所得がある場合、その金額から

10万円を控除

○老齢福祉年金を受給されている方

◆減額認定証の交付対象
～区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

◆限度証の交付対象
～現役並みⅠまたは現役並みⅡに該当する方

後
期
高
齢
者
医
療

「
国
民
健
康
被
保
険
者
証
」

「
子
育
て
支
援
医
療
費
受
給
者
証
」

「
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
」

「
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
」

は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
、
各
種
医
療
費
受
給
者
証

証
、
各
種
医
療
費
受
給
者
証

は
８
月
以
降
使
用
で
き
な
く

は
８
月
以
降
使
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

な
り
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
７
月
中
に

対
象
者
に
は
、
７
月
中
に

郵
送
等
で
受
給
者
証
を
お
送

郵
送
等
で
受
給
者
証
を
お
送

り
し
ま
す
。

り
し
ま
す
。

問問
住
民
課
国
保
医
療
担
当　

住
民
課
国
保
医
療
担
当　

☎☎
（
５
６
）
２
１
２
２

（
５
６
）
２
１
２
２

国
民
健
康
被
保
険

子
育
て
支
援
医
療

重
度
心
身
障
害
者
医
療

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

７
月
中
旬
に
、
国
民
健
康

保
険
加
入
者
が
い
る
世
帯
主

に
対
し
て
、
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
税
は
、
令
和
２
年
中
の
所

得
の
申
告
を
も
と
に
算
定
を

行
っ
て
い
ま
す
。

【
税
率
】

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世

帯
主
に
課
税
さ
れ
、
医
療
・

後
期
・
介
護
に
区
分
さ
れ
ま

す
。
課
税
さ
れ
る
対
象
は
、

所
得
や
資
産
・
加
入
人
数
等

で
、
表
①
の
税
率
に
て
計
算

さ
れ
ま
す
。

令
和
３
年
度
に
お
い
て

は
、
税
率
・
課
税
限
度
額
と

も
に
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

【表①】◆税率等

課税区分 医療分 後期分 介護分

所得割 5.5％ 2.1％ 1.3％

資産割 38.0％ 15.0％ 10.0％

均等割
（被保険者）

17,000円 6,500円 6,500円

平等割
（世帯割）

20,000円 11,200円 5,200円

課税限度額 63万円 19万円 17万円

【表②】◆軽減判定基準額

区分 令和２年度 令和３年度

７割軽減 33万円以下
43万円以下
＋10万円×（給与所得者の数－１）

５割軽減 33万円＋（28万5千円×
被保険者数）以下

43万円＋（28万5千円×被保険者数）
＋10万円×（給与所得者数の数－１）以下

２割軽減 33万円＋（52万円×被
保険者数）以下

43万円＋（52万円×被保険者数）
＋10万円×（給与所得者数の数－１）以下

業
収
入
、
不
動
産
収
入
、

山
林
収
入
又
は
給
与
収
入

（
以
下
「
事
業
収
入
等
」

と
い
う
。
）
の
減
少
が
見

込
ま
れ
る
世
帯

▼
具
体
的
な
要
件

次
の
①
～
③
全
て
に
該
当

す
る
こ
と
。

①
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か

が
、
令
和
２
年
に
比
べ
て

10
分
の
３
以
上
減
少
す
る

見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

②
令
和
２
年
の
所
得
金
額
が

１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と
。

③
減
少
が
見
込
ま
れ
る
事
業

収
入
等
以
外
の
令
和
２
年

の
所
得
の
合
計
が
４
０
０

万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

詳
し
く
は
、
総
務
課
税
務

担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
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１

生
計
維
持
者
が
死
亡
、
ま

た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
世
帯

２
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、

主
た
る
生
計
維
持
者
の
事

【
税
の
軽
減
】

一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯

で
は
、
均
等
割
と
平
等
割
の

金
額
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

令
和
３
年
度
は
、
表
②
の

と
お
り
判
定
基
準
額
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

【
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
よ
る
減
免
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
次
の

要
件
を
満
た
す
方
は
、
減
免

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

１
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る


